
「男女共同参画社会J
の学習

1 基本法と基本計画から

f男女共同参画社会Jは男女平等を求

める多織な運動， 研究，行政施策の喜子1漬

から生まれた日本独自の~l見念である。そ

の集約として男女共同参聞社会基本法

（基本法と略す）が1999（平成lI）年に成

立した。「男女が，社会の対等な柿成員と

して，自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確

保され，もって見女が均等に政治的，経

済的，社会的及び；文化的利主主を享受する

ことができ，かつ，共に武任を担うべき

社会J（第2条1号）との男女共同参両社

会の定義と 5種の基本店！念（①男女の人

続の勝重，②社会における制度文は慣行

についての配慮，③政策等の立案及び決

定への共同参画，＠家庭生活における活

動と他の活動の両立，⑤国際的協調 ・第

3条～第7条）が明記された。

さらに基本法を施策化する男女共同歩

画基本計画（基本計耐と略す）の第1次

が2001（平成13）年に，第2次が2005（平

成17）年に閣議決定された。その双方に

「男女共同参画を挑進し多機な選択を可

能にする教育 ・学習の推進jが重点分野

におかれ，「児女平等を推進する教育・学

習Jと「多機な選択を可能にする教育・

学習社会の光実Jが施策の基本方向とさ

れた。特に前者では初等巾等教育，高等
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教育，社会教育の充実と教官・附係者の意

識啓発，調査 ・研究の充実が，後者では

生涯学習の推進，ヱンパワーメン トのた

めの女性教育 ・学習活動や進路 ・就職指

潟の充実が，文部科竿ニ省を担当省とする

具体的施策として展開された。

2 文部科学白書と新学習指導要領

第2次基本計画に応じ，平成18年度文

部科学白書は「人権噂重を基盤にした男

k平等観の形成jの促進を目的に，「男女

平等の砥念に基づく教育が，学校，家庭，

地域など社会のあらゆる分野において行

われることjの重要性を強制した。特に

学校教育では児童生徒の発達段階に即し，

r9Jkの平等や相互の型解・協力Jを指導

し，「男女が共に各人の生き方，能力，適

性を考え，主体的に進路を選択する能

力 ・態度Jを身に付ける f進路指導や就

職指導の充実Jに努めると報告した。

また第2次基本計闘で「新たに取組を

必~とする分野J にあげられた「科学技

術分野における女性の多聞の封印主Jに言

及し，「女子高校生などの理工系分野への

進路選択の支援jへの取組を紹介した。

「女性の再チャレンジ支控Jのために，女

性の例性と能力を十分発冊できる環境整

備に努めていることも強制した。

このよう伝文部科学符の施策は多岐に

わたるが，学校での公民教育との聞係は

2008 （平成20）年版学習十！？潟要領に明ら

かである。男女共同参画社会の言葉は見

出せないが，中学校社会科公民的分野r2
内谷jの次の中項目が括主さである。

『人間は本来社会的作在であることに

,{f口させ，社会生活における物事の決定

の仕方，きまりの立浪について考えさせ，

現代社会をとらえる見方や与え)jの基礎

として，対立と合意，効率と公正などに

ついて理解させる。その際，個人の尊厳

と同性の木質的平等，契約の屯要性やそ

れを守ることの意義及び偶人の点任など

に気付かせる。J（「(1）私たちと現代社会J

「イ現代社会をとらえる見方や考え方J)

いうまでもなく直接関係するのは「個

人の時厳と｜何性の本質的平等jだが，「社

会生活における物事の決定の仕方，きま

りの意識Jは「共同参画Jの学習の意義

に11!なる。また，「対立と合意，効率と公

正j が r~晃代社会をとらえる見方や考え

方の基礎Jにあるとの視点も重要である。

中学校学習指導要領解説社会編（解説

と略す）には， 『集団に所属する人は，一

人一人間性があり多様な与え方や価値観，

また利符の遣し、jがあって「問題（トラ

ブノレ）や紛争が生じるjが，「『対立』が

生じた場合，多傑な考え方を持つ人が社

会集団の中で共に成り立ちうるj ように

「『合立』に至る努力j を理解させる，と

ある。災は「男女共同参画社会Jもまた

対立を内在した概念である。

3 立場の多椋性と学習の課題

先lこJ必ド法が多様な運動や研究から生

まれたことを指摘した。それは対立も含

む様々な立場の人たちが関わってきたこ

とを意味する。その代表が社会的文化的

性差（ジェンダー）に対する前河1lliの相違

である。男女平等の思念は耳凶手できても，

伝統的な男女観の文化を尊重し性別役割

分業を認める人たちとそれらの解消を求

める人たちとの対立の彼は広く深い。

だが－)jで.！1~本法や法本百十阿には，男

女共同参両社会は，性差ではなく阿性や

能力による1制服を必要とする産業桝造の

変化が背ft'（にあると記される。男女共同

参画社会は，学習指導要領改訂を求めた

女ui依基盤社会と表現の｜掲係にある。

他方，女性の就業が必要な社会に変化

しても，家事育児は女性の役割とする意

識と制度が変わらなければ，結婚，出産，

育児を選択する女性の減少を避けえない。

少子高齢 ・人口減少が進行する社会的背

最であり，育児支底，介護支暖，ワーク

ライフバランスが家庭， l似或， I脳Jでの

共同参阿促進施策に並ぶ理内である。そ

して現tEの小中尚生の f生きる力Jが発

揮される場は，情報化， グローパノレ化，

少子向齢化が：何度に進行する社会である。

彼ら彼友らにとって男女共同参同社会は，

制御蜘社会と少子高齢社会の孤姐を同

時に解決するために，伝統的な文化や相

官との対立を伴っても実現すべき世界で

ある。このことは日常経験に俄ざした価

値判断を学習者に迫る単元，教材， j受業

の開発が，男女共同参商社会の学習の課

題になることを意味する。さらに，男女

共同参両社会の学習が公民教育全体をJ:.t
く原則の lつになることも示唆する。先

の中項目の解説末尾にある fここで習得

した『見方や考え方』は，これ以降の学

習において所用するとともに，繰り返し

吟味して，さらに広く深く成長させてい

くことが大切Jとの指摘は重い。その実

践化が品重要拠姐になる。

（馬居政幸）

【参考文献】
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穂聞の公民教育

1 社会科として実施

斡同のさ子二校教育は日本の学習指導要領

に相当する 「教育課程j に必づき実践さ

れる。現在は1997年改訂の第7次教育課

程が実施される一方で， 2007年告示の改

訂教育忠良程が実施準備段階にある。その

ため，まず現在の公民教育の特徴を第7

次教Tf，課程から紹介し，次いで2007年改

訂教育課程での変更点を鼎摘する。

仲間の学校教脊は，歴史教科出問題を

代炎に， 円本批判とともに昨日介されるこ

とが少なくない。だが実は，学校制度の

構造は，その問題点も含め日本と共通部

分が多い。第二次世界大1断~に円本から

独立し辿因されたため， 円本統f創時代の

教育資師、を受容せざるをえなかったから

である。また， 次に示す五~国｜！寺の教授要

1=1と7次にわたる教育i以稜のいずれもが，

口本と同傑に，米国の影響 下で作成 ・改

訂されてきたことも理由にあげられる。

i教授要目期；1946～1954・米軍政下，

ii第 I次教育課程期； 1954～1963：教科

『p心教育融程 ・反共道義教育の強調， iii

節2次教育課程~~I ; 1963～197'1：経験中

心教Tf~程， iv第3次教育記長粍JUI; 197'1 

～1981：学問中心教育・課程， v第4次教

育~f到例； 1981～1988 ；経験・学問・人

間中心観点の統合，吋第5次教育課程

JUI ; 1988～1992：統合と地域化の強調，
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vii第6 次教育am程~UI ; 1992～1997：民主

市民資質育成の強調，v面第7次教育課程

WI; 1997～： 学持者中心教育課程

ちなみに学技術l度の類似点をあげると，

初等学校6年，中学校3年，高等学校3

年，大学校4年（総合大学が大学校， 総

合大学の学部もしくは単科・短期大学が

大学）を基本にしたlji_線型。教育課程で

は，社会科がSOCIALSTUDIESをそデ

ノレに米軍政下の1946{1＂－に設｜位される （当

初は社会生括科と翻訳）。いずれも，日本

の戦後教育改革と重なる。

現在の社会科は，第7次教育課程のも

とで，初等学校31pから高等学校3年ま

で一貫する教科としての位置を占める。

また初等生子斗交1' 2年には，「私は1年生j

（入学後1月），「正しい生活J（道徳），「楽

しい生活J（音楽・美術・体育）， 「賢い生

活J（社会・理科）という 4積の統合教科

が設置されている。この「賢い生活j を

含めて，社会科は12年間にわたり実施さ

れる教科ともみなされる。

したがって，桃園の公民教育は日本と

問機に社会科を桝成する倒域の1っと し

て行われる。ただし，公民ではなく 「社

会Jもしくは「一般社会Jの名称が用い

られる。また，次に示す第n欠教育課程

の社会科について述べられる訟の目頭の

文に見られるように，日本の社会科の目

標を構成する公民的資質に相当する制見合、

は「民主市民資質」である。

f社会科は社会現象を1F.しく認識して，

社会知臓の習得と社会生滑に必要な機能

を焔い．民主社会制成μに嬰訂jされる価

値と態度を持つことで民主市民としての

資質をf刃求する教科であるJ

民主市民を用いる第1の理由は，いう

までもなく II本統治時代の公民.~l.l{;?;、の否

定だが，l村民性教育を強調する米国の彬

響とも考えられる。さらに幾多の民主化

闘争を経て，選挙による政権交代を可能

にする社会を築いてきた韓国の人々の抵

い歴史が，民主主義や市民という概念の

基盤にあることも読み取りたい。

ところで，初等学校の社会科は，子ど

もの社会生R；の広がりを基準にした「総

合型Jである。中・高等学校の社会科は，

「歴史Jf J也迎」「一般社会Jとし、う 3領域

を組み合わせた「分科型jである。ここ

までは円本の社会科とほぼ同型である。

だが， 中・高等学校の自国史は「国史J

の名称で虫視され，社会科に含まれるも

のの教科.＇~は別である。 韓国の教科，！？は

1種（｜判定）と 2種（検定）に分かれる

が，初等学校の社会科と中・日等午校の

国史は1積教科書，国史を除く中 ・1＼司令す

字二校の社会科は2種教科Sである。

すなわち，初字t学校は3年から6年ま

で各2nr~の？上会手：｜ （全国共通）の教科J

をもとに学1可o 中学1年では「地J:!l!Jと

「世W.)l'.Jの制械を 1Ill~にまとめた社会科

教科料（各学校で決定）を週3時間学ぶ

が，中学2年は f世界史jと「一般社会J

をまとめた社会科教科書を週311刊n学ぶ

ことに加え全国共通の国史教科月を迎 l

時間学習する。中学3年は「一般社会」

と「地理J＇＜！どまとめた社会科数字l·J.~を迎

3時IHJ，国史教科書を週2時111-J学ぶ。 ，Oj

校 J年でも， r!th理J，「世界史J.r一般社

会J を 川附にまとめた社会科教科.,t~を迎

3時llll，国史教科、l｝を週2時間学ぶ。

それに対して，高等学校 2年と 31~三の

社会科では10稲の選択科円から4科目ず

つ選択する。これは高等学校1年までと

高等学校2,3年の教育課程が大きく異

なることを意味する。

2 国民共通基本教育課程

第7次教育課程の基本命題は「需要者

中心J，「学習者中心j教育。それは一方

で学習者の能力や興味を尊重する「個別

化学習Jと 「水準男tj教育課程Jとして，

他方で学習者が学習内容の選定や学習線

程に能動的に参加する「自己主導的学習J

として具体化される。特に水準別教育課

程は教育課程全体を焼定する原則で，初

等学校 1年から高等学校1年までの10年

を国民共通1.~木教育~~程， 高等学校 2 ,

3年を選択中心教育課程と位i白づける。

さらに，基本教育課程は共通！霞修部分と

よりi:':i＆な内容を求める者に用意した

I深化課程Jからなる。学習が遅れる者に

は f補充謀程jが用芯；される。

社会科の国民共通！！本教育課程は，「人

間とH寺問J，「人間と空間J，「人間と社会J

の3領域に区分される。 H木の歴史的分

野，j組理的分野，公民的分野にほぼ相当

する。「人間と社会Jf阿波に配附された内

容を紹介したい。日本の社会科と重なる

部分が多いことを確認できょう。

初等学校 ：3学年 ；物資の流通，地元

の施設でする仕事，地元の発展のための

努力，4学年； JlhJ戒の生産活動，家庭の

形態と詳し向き，趣味と余｜｜院生活，住民

自治とt也j疲III！娃jの解決． 5学年；我が国

の経済成長，f11f宇n化H寺代の生所，6学年，

民主政治の基本原理，民主市民の権利と

遵法精神，平和統ーと民族の米来

中学校 ：7学年； lthl君主と札会探求， 8 
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学年； 現代世界の展開，現代社会と民主

市民個人と社会の発展，社会生活と法

規範， 9学年；民主政治と市民参加，民

主市民と経済生活，市場経済の理解，現

代社会の変化と対応，地球村社会と韓国

高等学校： 10学年，市民社会の発展と

民主市民政治生活と国家，国民経済と

合理的選択，共同体生活と社会発展，社

会変動と未来社会

高等学校2, 3年で学習する選択中心

教育課程は次の10科目で桃成される。

人聞社会とE完成（4），純国地里（8)' 

世界地旦（8），経済地壁（6），韓国近・

現代史（8），世界史（8），法と社会（6)' 

政治（8），経済（8），社会 ・文化（6)

（ ）内は単位数

3 現状の問題と教育課程の改訂

第7次教育課程に示される社会科の社

会（一般社会）領域の内容は日本の公民

的分野と類似点が多いが，呉．なる特徴も

みられる。それを示唆するのが先に紹介

した教育限程の社会科の性格について述

べられた部分に統く次の文である。

「社会科は地理，歴史及び社会科学の

概念と原理！，社会flill度と機能，社会問題

と価値，そして研究方法と手続きに関す

る要紫を統合的に選定，主H織 し，社会現

象を総合的に理解し，探求する。」

第7次教育課程での社会科は，先の「人

間と社会Jの内容でも確認できるように，

社会領域を初等学校3年から明確に位世

づけ，社会科学の成呆をUl極的に取り込

む。いずれも米国の影轡とみなせるが，

教育線程の作成が行政宵ではなく研究者

による割合が日いことを反映したもので

もある。このことは故新の教育理論に基
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づき作成できる点でプラスだが，実践化

において授業者の教師との聞にズレが生

じやすいマイナス面を否定できない。

実際に第7次教育課程に基づく授業実

践が進行するに従い，悶民共通教育基本

課程と選択中，L教育課程の区分や深化課

程の怠議は明確でも， Mi木課程の赴が多

く，深化11*程に進む余裕がないことが問

題になっている。また深化課程の実践方

法が明確でなく，補充t1*程を実地する条

件も殺ってVない。選択中心教育制程に

おいても，20名以ヒの:fl'；望があれば新科

目設置が原則だが，人的条件を整えるこ

とができず，校長の判断で柔軟に運営せ

ざるをえないのが実情である。本来の趣

旨と異なり，大学受験の布引l不利が選択

~・準になる傾向も指摘される。

水準別教育線住とともに学沼右中心教

台・の具体化として提示された個別化学習

や自己主将的学習も問機の問題点が生じ

ている。特に社会科の場合，生活経験と

結ぶ多織な活動によって理解の深化を求

める学習と社会科学を梢成する知識体系

の教授という 2つの側而の対立が， 日本

と問機に綿闘でも問題にされ，教育，保程

が求める学習)J法の展開を阻んできた。

これらの現状の問題点に対して2007年

改訂教育;m!.f霊はどのような同答を提示し

ているか。3点紹介しておきたい。

そのIつは歴史教育の強化を目的にし

た分科型への1同臭である。まず中学校で

は，国史と世界史が一体化した「歴史J

が独自の教科1-1になり，社会科の総合性

は「j也庖！Jと「一般社会Jで榔成される

ことになる。また初等学校では，現在は

民主政治， 地球村社会とともに6学年に

おかれている国史が5学年に移って1年

l::Jの課耗になる。初等学校は外形的には

総合型だが内容は分科型に，小学校は外

形的にも内容でも分科型に変わる。

2つ日は教育課程の大綱化と内容の弥

力化である。現在の社会科教育課程は大

主題→小主題→成就基準の順に詳細に記

述される。改訂教育課程では大主題→成

就基準iと簡略化され，内容も包指的にな

る。教科書開発や教師の裁量権の拡大が

円的である。また実践化で問題視される

深化11*程はj!jlj除され，個人化は樹受・学

科方法での対処になる。これも現場教師

の力illに委ねる方向への転換といえる。

3つ目は変化に即応するための改訂の

随時化，部分化，流動化である。日本と

同岐に斡同の教育課程は10年を単位に全

面改訂されてきた。だがそれでは時代と

社会の変化に対応できないとして，随時，

m1分（t(JIこ改訂する方式に伝換した。この

ような変化への即応という方針は，特に

社会科の内容に反映され，低山産（少子

化） を代表に現代社会の課題が各学年に

積極的に取り入れられている。

もう 1つ教育課程改訂と並行する検定

教科昨の自由度の鉱大方向での税引I｝行

政の変化の意義をft{［認しておきたい。特

に，fヤ技で児屯・生徒たちの教育のため

に仰日される干滞在 ・音盤 ・l瓜強及びi伝子

弟：作物など，児童 ・生徒用教科，Ifと教師

別府羽：：］｝Jと定義される斡国の教科Jlj図

店の多係性に注目したい。教師のJ受業実

践における選択の幅を広げ，変化へのE!ll

J,t-1立を尚めるからである。とりわけ屯チ

務作物が含まれることを市視したい。

4 課題と可能性

帥聞は1997年の経済危機を災機lこ1•n:

Ill鵬としてIT（情報ぜ銅化を似l：した

教育部でも2001年度から全授業のが1:10%

にICT（情報コミュニケーション技術）

活用を求める一方で，全教員にノートパ

ソコンを配布し， ICT活用に関する教H

研修 (1註低60時間）を義務付け，教室に

インターネットと繋がったパソコンと液

1 ＼~1プロジェクターを配置した。またKERJS

（牌国教tr学術紡報院）はICT教材を開発

し，グラフィックや学習モジューMl手式

でビデオやCDに収める一方でWEB上

に公開した。教員養成系大学や研究機関

あるいは市 ・道の教育庁でも開発を進め，

全国の教師が利用可能なデータベースを

作成した。 教師も授業の進行状況や自己

学科のための資料を学校のホームページ

で公開し，子どもと親が家庭で自由にア

クセスできるようにした。

この変化は社会科とりわけ社会領域に

とって重要て’ある。教育au：程改訂の社会

科の背;1；：：として高度情報社会で生じる出：

接民主制への転換が強調され，現実に選

挙のたびにインターネッ トの影響が指摘

される。mたな価値を伴う情報技術活用

能力は， まさに今と未来を担う「民主市

民資質育成jの最重要課題といえる。だ

がその学習方法は明確でない。これは日

本も含め急激にIT化を進行させる固と

社会に共通する課題である。教育ftll!程の

転換とともに，幹国の社会科は今，壮大

かつ先駆的な実験の過程にある。

（馬居政幸）
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